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「マンションの管理の適正化の推進に関
する法律」(適正化法)改正について

 きっかけは

滋賀県野洲市の区分所有マンション「美和コーポ」
は、ご記憶の方が多いと思います。鉄骨３階建て、
９戸の建物で、10年ほど前から住人は不在になって
いました。管理組合はなく建物の維持・管理がほと
んどされないまま、2018年6月に発生した大阪北部
地震で外壁が崩れ落ち、台風の被害も加わって中の
家具も飛散していました。かつて、区分所有者の７
人は建て替えに賛成しましたが、残る所有者２人の
同意が得られず、建て替えは頓挫したままになって
いました。



「マンションの管理の適正化の推進に関
する法律」(適正化法)改正について

５分の４を上回るには８人の賛成が必要になりま
す。このまま美和コーポを放置できないと考えた
市は2019年9月、空き家対策特別措置法に基づき、
美和コーポを倒壊の恐れがある危険な建物として
「特定空き家」に指定し、市が行政代執行で解体
に着手し、2020年6月末に終わりました。行政代
執行に伴う解体費用1億1800万円は野洲市が負担
しましたが、これを所有者から回収しなければな
りません。市は各所有者に納付命令書を送付しま
したが、１所有者当たりでは約1300万円となり、
すぐに払える金額ではありません。



「マンションの管理の適正化の推進に関
する法律」(適正化法)改正について

今般、適正化法が改正されました。マンションは戸建て住宅と比べ
て規模が大きく、その管理状況が周辺地域に与える影響も大きいた
め、管理組合による自主的な適正管理の取り組みが、公共性・公益
性の観点からも重要です。改正後の適正化法では、こうした「管理
不全マンション」に対して、地方公共団体等が法的な根拠をもって
マンションの管理の適正化を図ることに能動的に取り組めるよう、
助言・指導及び勧告を行うことができるようになりました。



「マンションの管理の適正化の推進に関
する法律」(適正化法)改正について

助言、指導等を行う際の判断基準の目安

１.管理組合の運営

◆管理組合の運営を円滑に行うため管理者等を定めること

◆集会を年に１回以上開催すること

２.管理規約 ◆管理規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うこと

３.管理組合の経理 ◆管理費及び修繕積立金等について明確に区分して

経理を行い、適正に管理すること

４.長期修繕計画の作成及び見直し等

◆適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておくこと



「マンションの管理の適正化の推進に関
する法律」(適正化法)改正について

一方、管理組合の管理者等にとっては、マンションの管理計画を作
成し、市長の認定を申請することができる「マンション管理計画認
定制度」が創設されました。

これにより、マンション管理に力を入れている管理組合は、それな
りの資産価値を高めることができるようになりました。「マンショ
ンは管理を買え」と言われて久しいのですが、いよいよマンション
管理の質によって資産価値を上げる時代になってきたように思われ
ます。



「マンション管理計画認定制度」とは

2022年4月1日から始まった、マンション管理計画認定制度。管理
の方法や資金計画、管理組合の運営などの基準をクリアすれば、地
方公共団体から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受け
ることができる制度です。認定を取得した管理組合のうち、公表に
同意した組合については公益財団法人マンション管理センターの
ホームページに情報が掲載され、適正に管理されたマンションとし
て評価されることが期待されます。

認定を受けることで、管理の適正化の推進や市場における評価の向
上などが期待されます。

マンション管理計画認定には１６項目の他に、自治体独自の基準が
設けられていることもあります。茨木市にはございません。



「マンション管理計画認定制度」とは

申請のパターンは５通りありますが、パターン➀として、マンショ
ン管理センターが実施した事前確認講習を修了したマンション管理
士に依頼し、管理計画の認定基準への適合状況を確認(以下「事前
確認」といいます)し、管理計画の認定基準に適合しているとされ
たマンションの管理組合に対して、マンション管理センターが事前
確認適合証を発行し、認定主体(地方公共団体)がその結果を活用す
ることで認定事務に係る負担が軽減されます。

事前確認適合証の発行や認定証の交付には手数料が必要です。詳し
くは、茨木市のホームページでご確認ください。

管理計画の認定基準で特に重要な項目は、次の通りです。



「マンション管理計画認定制度」とは

１．管理規約

管理規約において、災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の
立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。
必要な部分改正がなされているかどうかがポイントです。

管理規約のモデルとなる「標準管理規約」が都度改正されています。

必要な改正部分の点検が必要です。



「マンション管理計画認定制度」とは

国土交通省のホームページで、「マンション管理」を検索しますと、
マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントが読
み取れます。

また、公益財団法人マンション管理センターのホームページに、
「公告・告示・法令」を開けてみますと、標準管理規約や長期修繕
計画の標準様式・ガイドラインなどが読み取れます。

「出版・刊行物」から注文することも出来ます。
５００円程度の本ですので、ご活用ください。

管理規約の見直しをする時は、マンション管理士にお声掛けいただ
くと、スムーズに改正作業が出来るかと思います。



「マンション管理計画認定制度」とは

 マンションの類型

 構成から見ると、１棟の建物で成立している「単棟型」と、複数
棟の区分所有建物が存在し、その区分所有者全員の共有になって
いる敷地や附属施設がある「団地型」があります。

 用途から見ると、住居専用のマンションと、住宅と店舗等から構
成される「複合用途型」があります。１棟の建物に両方の用途が
混在していても管理する管理組合は一つです。



「マンション管理計画認定制度」とは



「マンション管理計画認定制度」とは

 標準管理規約にも３種類あります。

 「単棟型」の他に、「団地型」「複合用途型」が準備されていま
す。

 団地型であれば「団地型」の、複合用途型であれば「複合用途
型」の標準管理規約を参考にして管理規約を見直されることをお
薦めします。



「マンション管理計画認定制度」とは

 「団地型」(住居専用の区分所有建物数棟からなり、団地内の土
地や附属施設を共有していて、団地管理組合が土地・附属施設及
び区分所有建物を一括管理することを管理規約で定めている団
地)



「マンション管理計画認定制度」とは

団地型では、次の各号に掲げる費用ごとに区分経理しています。

１.管理費

２.団地修繕積立金

３.各棟修繕積立金



「マンション管理計画認定制度」とは

 「複合用途型」(１棟の区分所有建物の低層階が店舗等、上階が
住宅というような複合用途のマンション)



「マンション管理計画認定制度」とは

店舗の業種や営業時間、店舗のための駐車場、店舗前スペース等専用
使用部分に関する事項、看板に関する事項等の各種事情あり。
住宅部分の居住者と店舗部分の事業者との間で行き違いが生じる可能
性が高い事項について、各マンションの実態に応じて細かい規定を制
定する必要があります。

複合用途型の標準管理規約では、管理組合の中に住戸部分の区分所有
者で構成する「住宅部会」と店舗部分の区分所有者で構成する「店舗
部会」を置くことを規定しております。



「マンション管理計画認定制度」とは

複合用途型では、次の各号に掲げる費用ごとに区分経理しています。

１.全体管理費

２.住宅一部管理費

３.店舗一部管理費

４.全体修繕積立金

５.住宅一部修繕積立金

６.店舗一部修繕積立金



「マンション管理計画認定制度」とは

規約改正にあたっては、標準管理規約を参考にしつつも、個々の物件
ごとの異なる実情を考慮して、ご検討ください。



「マンション管理計画認定制度」とは

２．管理組合の経理

直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の
滞納額が全体の1割以内であること等の条件があります。

滞納は決して放置しないでください。長期になればなるほど回収が
困難になります。督促状や電話督促をしても回収できない場合で、
６ヶ月を経過した場合は、管理会社または弁護士にご相談ください。
それまでの督促の記録書なども準備しておくと便利です。

６ヶ月を経過したような長期滞納に対しては、専門家にお願いして、
粛々と対応することをお薦めします。



「マンション管理計画認定制度」とは

３．長期修繕計画の作成及び見直し等

長期修繕計画が、国交省のさだめる「長期修繕計画標準様式」に準
拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修
繕積立金額について集会にて決議されていること。

長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。

長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、か
つ、残存期間内に大規模修繕工事が２回以上含まれるように設定さ
れていること。



「マンション管理計画認定制度」とは

３．長期修繕計画の作成及び見直し等

長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定して
いないこと。

長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された
修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。平均値については、
後ほど説明します。

長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない
長期修繕計画となっていること、等の条件があります。

「長期修繕計画標準様式」とはどのようなものか見てみましょう。



 標準様式４ー１



 標準様式４ー２





 標準様式４ー３



 標準様式４ー３の続き















「マンション管理計画認定制度」とは

長期修繕計画が、国交省の定める「長期修繕計画標準様式」に準拠
して作成されているか否か、修繕積立金の平均額が著しく低額でな
いかどうか等、不明な点がございましたら、マンション管理士にご
相談ください。



「マンション管理計画認定制度」とは

４．その他

管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加
え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者
名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行って
いること等の条件があります。

災害など緊急時の安否確認、支援の要否、または高齢者などの一人
住まいの方が病院や施設に入られて連絡がつかない場合、お一人で
部屋の中で倒れた場合、突然死があった場合など、マンションの固
定電話しか名簿にないのでは意味がありません。合鍵を持っている
方への緊急連絡先、車いすを使う家族の有無、避難に助けが必要に
なる可能性が高い世帯を事前に把握しておく、そのような必要な事
態が各管理組合で起きております。



「マンション管理計画認定制度」とは

そのために、組合員名簿、居住者名簿について
●１年に１回以上は内容の確認を行う旨
●管理組合はプライバシーに配慮して個人情報を守る旨
●定めた目的以外には使用しない旨
を管理規約に定めておきたいと思います。

名簿の記載内容は特に強要するものではありませんが、皆様の命を
守るために必要な情報としてご提出願いますと、呼びかけていただ
くようお願いします。



「マンション管理計画認定制度」とは

認定のメリットは認定を取得したマンションの公表により、そのマ
ンションの資産価値を向上させることができます。

住宅金融支援機構では、そのマンション購入者に住宅ローン「フ
ラット35」の金利優遇や、「マンション共用部分リフォーム融
資」の金利引き下げ等の優遇措置、その他、マンションすまい・る
債の利率を上乗せするなどの優遇措置があります。詳しくは住宅金
融支援機構にお問い合わせください。

そして何よりも、あなたのマンションの管理が適正化することが大
きいメリットと思われます。

認定の手続きは、マンション管理士にご相談ください。



「マンション管理計画認定制度」とは

その他に、国土交通省から「マンション長寿命化促進税制が創設され
ます！」との発表がありました。税制改正の概要は、

○ 管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化工事
が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資
産税額が減額されます。

○ 減額割合は、1/6～1/2の範囲内（参酌基準：1/3）で市町村の
条例で定めることとなります。

○ 対象工事は、令和５年４月１日から令和７年３月31日までの間
に完了した長寿命化工事



マンション管理の基礎知識

役員のなり手が不足している問題

高齢化による役員のなり手不足が深刻な問題になっています。
色々な対処が考えられます。

➀組合役員の資格要件を改正する。
現に居住する区分所有者 ⇒ 区分所有者
(但し、現状認識が薄い場合あり)

区分所有者 ⇒ 区分所有者の配偶者又は一親等の親族



マンション管理の基礎知識

➁選定方法の検討
a.立候補制(一部の人が独占的に理事を継続する問題あり)

b.輪番制(全員が経験することで意識が高まり、理解を深
める。一方、色んな事情で活動できない組合員もいる。)

c.推薦制(例えば、理事長の推薦、理事会推薦、組合員○
名以上の推薦等がある。トラブルを起こしている区分
所有者の単独立候補は無くなるが、特定グループが常
時役員となる可能性がある。)

③輪番制で真にやむを得ない事情がある場合は、一定のル
ールを作成する。「役員選出に関する細則」を作成する。

④２年任期、半数が入れ替わる方法。継続性がある。



マンション管理の基礎知識

⑤役員報酬の創設
ご苦労様の程度の報酬

⑥役員辞退者に対するペナルティ
多額にはできない。支払えば回避できるというムードの
問題あり。

⑦現に居住していない組合員の負担割合を増やす。

⑧管理会社と管理委託契約を見直す。
何を委託するかがポイント。管理会社に任せっきりとな
って、自主的な管理運営が困難となる場合あり。負担の
多い部門のみを管理委託する方法あり。



マンション管理の基礎知識
⑨外部から役員を雇い入れる第三者管理。
規約改正の必要あり。費用負担の問題あり。任せっきり
となって、自主的な管理運営が困難となる場合あり。

⑩マンション管理士と顧問契約を結び、理事会を補佐して
もらう。組合役員の負担軽減。組合業務の継続性や第三
者的な中立性が確保できる。時間の無駄が無くなる。管
理会社を管理する。

⑪「元気な高齢者こそ、役員になることに生き甲斐」とい
うムード作り。団塊世代の還暦組が役員になって活気づ
いた事例あり。

⑫役員用のマニュアルを作成して、負担軽減。

⑬「役員業務支援委員会」という専門委員会を作り、支援
してもらう。



理事の１年間の業務
役員が、気楽に、スムーズに引継ぎをして、任期を全うできる
ことを考えながら、理事の仕事を考えてみましょう。

総会では理事を決めても、理事長等の役職までは決めないのが
一般的です。第１回の理事会で、理事の中から理事長を選出し
ます。

規模が大きいマンションでは、業務の執行機関である理事会運
営をスムーズに行うために部会等を設け、理事会の業務を役員
が分担して行う方法があります。
【部会の例】①総務部会、②会計部会、③管理(環境)部会、④
建築(営繕)部会、⑤広報部会、⑥コミュニティ部会



理事の１年間の業務
役職決めは、とても重要です。特に理事長は、理事会を代表し、
管理組合運営をリードする役割を持つ人ですから、くじ引きで
選ぶというのではなく、理事同士が自己紹介し、お互いを知り
合う機会を作った上で、そのメンバーの中で、誰が一番理事長
にふさわしいかきちんと選ぶことが望まれます。
適材適所で、その理事にふさわしい役職を選びましょう。

理事会運営のルールとして「理事会運営細則」を定め、人に
よって、あるいは期によって運営方法が変わるようなことがな
いようにする必要があります。



理事の１年間の業務
理事会の運営にとって最も必要と
されることが「継続性」です。で
きれば２年任期の半数交代で理事
を選任するのが理想です。



理事の１年間の業務
引継ぎのルールづくりをしておくことが大変重要なことです。
書類を旧理事から新理事に手渡すだけでは、懸案事項が伝わら
ず、次の理事会は問題意識を持つことができません。



理事の１年間の業務
このため、次期候補者がオブザーバーとして総会前から理事会
に参加して様子を見学する、又は新理事会になってからもしば
らくは旧理事にサポートしてもらえるようなしくみを工夫して
いる管理組合もあります。

また、重要な書類をしっかり引き継ぐためには「引継書類一覧
表」を作成し、担当理事ごとに次の理事への説明をしながら、
書類を手渡す必要があります。

総会で決議された事業計画・事業予算を確認します。不明点は
前期担当理事に聞き、最初の理事会で、この１年で何をするの
かをしっかり確認し、その実施のためのスケジュールを立てま
す。



理事の１年間の業務
自分たちのマンションをよく知っていないと審議できない課題
がたくさんあります。まず、全員でマンションの建物、設備、
敷地内を見学しましょう。

建物以外に給排水設備、電気設備、情報通信設備、エレベー
ター設備、消防設備、場合によっては、機械式駐車場設備など、
さまざまな設備があります。

普段立ち入ったことのない屋上、電気室、エレベーター制御室、
防災倉庫などを、管理会社あるいは営繕担当理事に案内しても
らい見学します。居住者にも呼びかけ、「見学会」とするのも
いいでしょう。



理事の１年間の業務
理事が１年間チームを組んで円滑に仕事をしていくためには、
お互いのことを知り合うことが大事になってきます。最初に理
事が自己紹介等をして懇親する機会を持つことは、管理組合運
営に有効です。

懇親時に簡単な飲食を用意する場合は、支出のルールを決め、
きちんと予算化して、透明性を保って行うようにしましょう。



理事の１年間の業務

あなたからの引継書

さて、あなたの任期終了後は次の役員に引継ぎをすることにな
りますが、十分な引継ぎができるように、今から準備しておき
ましょう。せっかく一生懸命に取り組んだ活動も、引継ぎが不
十分では「一からの仕切り直し」になることが多くあります。



理事の１年間の業務
役員用のマニュアルを作成すると、次からの役員は業務が楽に
なります。しかし、わざわざ作成するというよりも、１年間の
記録を詳細に残しておきます。

「●月●日に●●をした」とか記録しておけば、毎年同じ時期
にほとんど同じ活動が繰り返されます。次の役員がそれを引継
ぎ、毎年その記録を更新していく方法をお薦めします。

出来ればパソコンに記録を残すと便利であるが、無ければノー
トに手書きで作成することも良いと思います。
次の人が書き込みやすいように、空白を設けておくのが良いと
思います。



理事の１年間の業務
このような記録を残しておけば、今後、同様の事象が発生した
場合、その時の対応方法などについて、大いに参考にすること
ができ、引継ぎという意味でもとても有効と思われます。

大事なのは、理事会の中で引き継ぎが毎年、きちんと行われる
ような仕組みにすること。そのためにも、書面化することが大
切なのです。



理事の１年間の業務
管理組合の懸案事項としては、次のような記録を構築しておき
ます。（文章に残すことが不適切なことは直接口頭で伝える、
あるいは匿名で記録を残す）

マンション内の課題やトラブル・近隣問題・業者とのトラブル
などをどのように処理したか

組合員等からの要望・苦情に対してどのように処理したか

マンション内の事件・事故等に対してどのように処理したか

管理業者との協議事項等はどのようなものがあるか



理事の１年間の業務
最後には、懸案・心配事項等の残った課題や仕掛中のものを整
理して記録に残し、次の役員に引き継いでください。

さらに、印鑑、鍵、通帳、保険証などの重要物一覧表の他、組
合員（居住者）名簿・設計図書類・議事録・長期修繕計画表・
規約原本・消防計画などを保管書類一覧表にして、受け渡しを
明確にし、受取印もいただいておきましょう。

さらに、今後、新役員が相談しやすいように、あなたのメール
アドレスや電話番号などお伝えしておきましょう。
「立つ鳥跡を濁さず」りっぱな引継書を渡しましょう。



ご清聴ありがとうございました。

お伝えしたいことは、まだまだありますが、新たに管理組合の
理事となった方が、短時間で管理組合運営の基礎をマスターし
てもらうことを目的として作成したものです。

管理組合内の意見の相違や、ボタンの掛け違いによる紛争は、
理事が基本的な知識を共有していないことから発生している場
合が少なくありません。

管理組合理事就任に対する不安をなくし、共通認識をベースに
自信をもって管理組合運営を行っていただく一助になれば幸い
です。
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